
千曲市告示第１３１号 

  

千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

  

  

令和７年１１月２１日 

  

  

千曲市長 小 川 修 一 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

千曲市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱（令和２年千曲市告示第82号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「第39条」を「第39条第１項」に改め、「別表に掲げる」を削り、

「第35条第４項による知事の認可を受けていないもの」を「第59条の２に規定する届出が

なされているもの」に改め、同項第２号中「法第24条第１項の規定により、市長が保育の

実施基準」を「市長が子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第１条

の５各号に定める事由」に改め、同項第８号中「児童の」を「児童（在籍児童を除く。）

に行う」に改め、同項第９号中「設備の」の次に「改修若しくは」を、「備品の購入等」

を「備品（取得価格10万円以上のものに限る。）の購入」に改める。 

同条第２項を削る。 

第３条の見出し及び同条表以外の部分中「対象経費」の次に「、対象施設」を加え、同

条の表を次のように改める。 

種類 対象経費 対象施設 補助基準額及び補助率 

乳児保育事

業 

乳児の保育に要する経費のう

ち、次に掲げる経費 

(1) 一般生活費 

(2) 保育士の人件費 

長野県が定める子育

て支援総合助成金交

付事業実施要綱別添

２に規定する認可外

保育施設 

長野県が定める子育て

支援総合助成金交付要

綱（平成27年11月17日付

け27こ家第484号長野県

県民文化部長通知）別表

に規定する補助基準額

の10／10以内 

１～２歳児

保育事業 

１～２歳児の保育に要する経

費のうち、次に掲げる経費 

(1) 一般生活費 

(2) 保育士の人件費 

３歳児保育

事業 

３歳児の保育に要する経費の

うち、次に掲げる経費 

(1) 一般生活費 

(2) 保育士の人件費 

４～５歳児 ４～５歳児の保育に要する経



保育事業 費のうち、次に掲げる経費 

(1) 一般生活費 

(2) 保育士の人件費 

冷暖房費 児童の保育に要する費用のう

ち冷暖房に要する経費 

延長保育事

業 

延長保育に要する経費 

一時保育事

業 

一時保育に要する経費 

施設整備事

業 

施設整備に係る経費 

保育料軽減

事業 

保護者に対して半額以上の軽

減又は無償化を行った保育料 

長野県が定める保育

料軽減事業実施要領

に規定する認可外保

育施設 

長野県が定める保育料

軽減事業補助金交付要

綱（令和６年７月18日付

け６こ家第157号長野県

県民文化部長通知）別表

に規定する補助基本額

の10／10以内 

 別表を削る。 

   附 則 

この告示は、令和７年11月21日から施行し、この告示による改正後の千曲市認可外保育

施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 


